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村の将来像●最上川・笑顔・いきいき・夢あふれる故郷（ふるさと）戸沢村

　令和７年度の予算が村議会で可決されました。一般会計が47億1,300万円、特別会計及び企業会計が15億6,827万
円、計62億8,127万円となり、前年度と比べ１億6,963万円増の予算となりました。また、今年で５年目となります

「第５次戸沢村総合計画」に掲げております「最上川・笑顔・いきいき　夢あふれるふるさと戸沢村」を推進してい
くための予算を構成しました。
　本誌では、令和７年度の予算の内訳をご紹介します。　　　　　　　　　　問合せ先　総務課財政係 ☎72-2117

令和 6年 7月豪雨災害の復興・復旧に重点

一般会計　47億1,300万円
令和７年度

当初予算

歳入（一般会計）の内訳　47億 1,300万円
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歳入

地方交付税　23億5,000万円
（49.9％）

国庫支出金　　　　　
4億6,309万円（9.8％）

自主
財源
27.2％

村　債　2億6,640万円
（5.7％）

県支出金　2億941万円
（4.4％）

その他　1億4,216万円
（3.0％） 繰入金　4億8,350万円

（10.3％）

村　税　3億5,875万円
（7.6％）

諸収入　8,692万円
（1.8％）

使用料及び手数料 
 3,343万円（0.7％）

その他　3億1,930万円
（6.8％）

依存財源
72.8％

総務費　10億8,577万円
行政全般のために使われるお金です。

民生費　8億6,518万円
社会福祉・児童福祉のために
使われるお金です。

公債費　5億6,080万円
村の事業等による借入金の返済
に充てるお金です。

土木費　6億319万円
道路の維持管理や除雪等に使わ
れるお金です。

衛生費　3億9,248万円
予防接種や健康増進のために
使われるお金です。

農林水産業費　3億6,147万円
農業や林業振興のために使わ
れるお金です。

教育費　4億4,588万円
小中学校の管理運営等に使わ
れるお金です。

消防費　1億6,775万円
防災活動や消防活動に使われる
お金です。

その他　2億3,044万円

歳出

総務費
（23.0％）

民生費
（18.3％）

公債費
（11.9％）

土木費
（12.8％）

衛生費
（8.3％）

教育費
（9.4％）

その他
（4.8％）消防費

（3.5％）

歳入
農林水産業費
（7.6％）
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　村長施政方針
　戸沢村令和７年度一般会計当初予算の総額は、47億1,300万円で、対前年度比
7.5％増の予算となりました。
　各会計の当初予算は、令和６年７月豪雨災害により被災された蔵岡地区の防災
集団移転促進事業計画策定費や災害復旧工事費、単独復旧工事の補助に関する予
算を計上し、一刻も早く住民生活の復旧・復興を図るための予算としたところです。
　災害により一層財政状況が厳しい中ではありますが、総合計画に掲げる基本方
針に沿ったものとし、可能な限り住民の皆さまの要望等を反映させ、生活に密着
した事業を展開できるよう、邁進してまいります。

戸沢村長
加藤　文明

▼令和７年度　会計別予算の前年度比較
令和7年度 令和6年度 比較増減 増減率

一 般 会 計 47億1,300万円 43億8,300万円 3億3,000万円 7.5%

特別
会計

国民健康保険 1,720万円 1,360万円 360万円 26.5%
後期高齢者医療 6,510万円 6,800万円 △290万円 △4.3%
介護保険 7億3,200万円 7億5,000万円 △1,800万円 △2.4%

企業
会計

簡易水道事業 4億1,369万円 5億5,095万円 △1億3,725万円 △24.9%
下水道事業 3億4,028万円 3億4,608万円 △580万円 △1.7%
合　　　計 62億8,127万円 61億1,163万円 1億6,964万円 2.8%

歳出（一般会計）の内訳　47億 1,300万円
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今月の一枚今月の一枚今月の一枚今月の一枚

　３月14日（金）、戸沢学園にて第４回卒業証書授与式
が行われ、９年生25名が戸沢学園を卒業しました。
　式では卒業生を代表して池田鴻太朗さんが、「支えて
くれる方への感謝を忘れず、新たな一歩を踏み出すこと
を誓います」と決意を述べました。
　式が終わると、外では別れを惜しむように、友達と笑
顔で話す姿が見られました。これからも仲間と過ごした
９年間を胸に、輝かしい未来へと歩み続けてほしいと思
います。この度はご卒業、誠におめでとうございます。

　２月19日（水）、戸沢村役場にて佐藤国夫氏（津谷）
が戸沢村卓越技能者顕彰を受けました。
　佐藤氏は、平成元年に最上塗装工として戸沢村に独立
開業をして以降、地域内の一般住宅塗装を中心に事業を
展開し、公共工事、民間大型施設等の施工実績を重ねら
れ、近年では営業エリアも宮城県までと事業を拡大され
ております。
　また、後継者の不在や職人の不足が著しい建設業界で、
後継者や多数の職人へ積極的に技術の継承を図っておら
れます。

　３月１日（土）蔵岡地区にて、第20回目となる蔵岡
紙風船まつりが開催されました。蔵岡地区は昨年の豪雨
により大きな被害を受け、多くの方が仮設住宅などの地
区外で生活しているため、久しぶりの再開を喜ぶ姿も多
く見られました。打ち上げられたスカイランタンの幻想
的な灯りと、花火の色鮮やかな灯りに蔵岡の夜空は彩ら
れ、スカイランタンには蔵岡地区の復興や、防災集団移
転促進事業の成功を願うメッセージが添えられていまし
た。

　この度、株式会社レオ様、日本
生命保険相互会社様の２社より、
地方創生応援制度（企業版ふるさ
と納税）を利用した寄附金をいた
だきました。いただいた寄附金は、
戸沢村まち・ひと・しごと創生総
合戦略に位置付けられた事業に活
用させていただきます。
　多大なる寄附を賜り厚く御礼申
し上げます。

蔵岡の夜空に幻想的な光

企業版ふるさと納税をご寄附いただきました

旅立ちのとき

戸沢村卓越技能者顕彰

日本生命保険相互会社 様日本生命保険相互会社 様株式会社レオ 様株式会社レオ 様



● 5 ●

2 0 2 5 . 4 . 1  N o . 6 4 1

「えほんにでてくるパンをつくろう」「えほんにでてくるパンをつくろう」
　３月１５日（土）に中央公民館にて実施した「読み聞かせ×パン作り」の講

座を紹介します。

　当日は８組１８名の参加があり、パンマイスターの和田和子さんを講師に基

本的なまるいパンを作りました。

　小麦粉を混ぜて生地をこねるところから始まり、生地の発酵を待つ間でおは

なしサークルくれよんさんからパンに関わる絵本の読み聞かせをしていただき、

更にイメージをふくらませてから、今度は形を整えてパンを焼くという工程で

行いました。また、片栗粉でできる簡単なチョコもちもみんなで作りました。

　実際の粉や生地の感触、焼き立てのパンの香りや、味わいも一緒に体験でき

たことで、いつも以上に絵本の世界を身近に楽しむことができました。

　３月の子ども教室は３月１４日（金）、２１日（金）

に開催しました。内容は紙ねんど工作で、1 回目に

カップケーキ、マカロン、クッキー、マシュマロな

どの土台やパーツをつくり、２回目ではそれを組み

合わせて可愛らしいマグネットを完成させました。

　子ども達は一人一人想像をふくらませながら、自

分が作りたいものを工夫して作っていました。

　学校やお家以外の居場所として、地域の大人と一

緒にいろんな体験ができる子ども教室を今後も開催

していきます。

教育委員会　読書推進講座

　３月４日（火）村内スポーツ関係者、部活動

保護者代表、戸沢学園の皆様に参加いただき、

部活動の地域移行に係る協議会を開催しました。

　少子化等に伴い生徒にとって望ましいスポー

ツ・文化芸術環境の構築や教員の働き方改革を

目的に、学校部活動を地域クラブ活動へ、実施

主体を学校から地域へと転換していく部活動の

地域移行が行われています。

　教育委員会では、国や県の方針に基づき、平

日は、これまで通り学校での部活動を行い、休

日の部活動を令和８年度の完全実施を目指し、

スポーツクラブなど地域の指導者から指導を受

ける形に移行していく予定です。

　今後も地域移行に係る協議会などを通じて、

保護者・地域・戸沢学園の皆様と情報を共有し

ながら、取り組みを進めてまいりたいと思いま

す。

部活動地域移行に向けて 放課後子ども教室
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★ 講師が、参加者一人一人の体調に合わせた運動メニューを作り指導する運動教室を行います。
場　　　所  ：  生涯学習センター（旧神田小学校）
開 催 日 時  ：  毎週 木曜日　午後7：00 ～ 8：30（１時間30分）
参　加　費  ：  １回 3 0 0 円 　　
　　　　　　　　 （とざわスポーツクラブ会員の方）　１回 1 0 0 円 

指　導　者  ：   　　　　　　　氏　（山形県トレーナー協会　副会長）　　　　　　　後
ご と う

藤　一
か ず し

志
　　　　　　　（最上町健康クラブトレーナー所属　主任健康運動指導員）

【生活習慣病予防のための運動教室「ウエルボ」のご紹介】

●腰痛や肩こり、膝の痛みがある方！糖尿病や高血圧、コレステロールが高い方！痩せたいけど痩せられない
方等！　さまざまな悩みに対して、講師が個別で運動メニューを作成し指導します。自宅でも実践できる運
動となります。体の歪みやバランスをみて、症状や悩みに対して指導してくれる講師です。

★まずは　 週１回　１時間３０分 　運動をすることから始めませんか？　
　体の不調に不安を感じている方、運動不足を感じている方にお勧めです！！
　
●運動の他に、ほし薬局の薬剤師さんと管理栄養士さんによる講話と相談会もあります。
●年３回の体力測定や I nBody 測定（体内の水分量、筋肉量、ミネラル量、体脂肪量の測定）もします。
★皆さんのご参加をお待ちしています！！　 定員 がありますので、必ず下記までご連絡下さい。

問合せ先  ：  戸沢村健康福祉課　健康推進係　　　☎︎0233-72-2364
ＮＰＯ法人　とざわスポーツクラブ　☎︎0233-29-7475

【ノルディックウォーキングのご紹介】
★ 参加者募集中です！！
場　　　所  ：  村内コース・村外コース　　　　　
開 催 日 時  ：  ４月 ～ １１月頃（計７回予定）
参　加　費  ：  通常 １回 2 0 0 円 　　
　　　　　　  とざわスポーツクラブ会員の方　１回 1 0 0 円 
　　　　　　  ＊ ポールレンタル料別途 2 0 0 円 
指　導　者  ：  ＮＰＯ法人　とざわスポーツクラブ
持　ち　物  ：  飲み物、帽子、汗拭きタオル、雨具、手袋
　　　　　　  ※動きやすい服装、歩行しやすい靴でお願いします。
　　　　　　  ※ポールを持つため、両手がふさがらないリュック※ポールを持つため、両手がふさがらないリュック
　　　　　　  　などをお持ちください。などをお持ちください。

ノルディックウォーキングとは・・・
●２本のポールを使って歩行運動を補助し、運動効果をより増強するフィットネスエクササイズの一種です！！

問い合せ先  ：  ＮＰＯ法人 とざわスポーツクラブ　☎︎0233-29-7475
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　戸沢村では、村民の住環境の向上と定住促進のため、住宅の新築やリフォーム工事に対し補助金を交
付しています。

住宅を『新築』する場合

　　○戸沢村持家住宅整備促進事業補助金
 •補助額：対象工事費の10％【限度額50万円】※1
 •対　象：住宅及び附属屋等

　　※1　•村外「県内」の業者が工事を行う場合は、対象工事費の5％【限度額25万円】
　　　　　　となります。
　　　　　•公共下水道及び農業集落排水区域内において、新規で排水設備工事を含む建築
　　　　　　工事の場合は限度額が引き上げられ村内業者は75万円、村外「県内」業者は
　　　　　　50万円となります。

住宅を『リフォーム』する場合

　　○戸沢村持家住宅整備促進事業補助金
 •補助額：新築住宅と同様　※２

　　※２　•ただし、村内空き家を取得して定住するための工事については
　　　　　　村内業者の工事の場合は対象工事費50％【限度額150万円】
　　　　　　村外「県内」業者の場合は対象工事費25％【限度額75万円】となります。
　　　　　•リフォーム総合支援事業補助金併用の場合は通常補助金額より併用している
　　　　　　補助金額の50％を差引いた金額となります。

　　○戸沢村住宅リフォーム総合支援事業補助金
　　　•補助額：対象工事費の20％【限度額24万円】※３
　　　•対　象：県内の業者による住宅リフォーム工事で、

　　※３　•移住・新婚・子育て世帯は、補助率及び限度額が30％ 30万円まで引き上げ
　　　　　　られます。
　　　　　•耐震改修分については50％・100万円が上限となります。

　※　申請書は工事開始の10日前まで提出して下さい。
　　　予算の都合上募集が早期終了する場合もありますのでご了承ください。

住宅の新築やリフォーム工事に『補助金』を交付します

詳しくは、建設水道課建設係（☎0233-72-2547）までお問い合わせください
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死んだ山田と教室／金子　玲介
夏休みが終わる直前、2年E組の人気者だった
山田が死んだ。2学期初日の教室、悲しみに沈
むクラスで、教室のスピーカーから山田の声が
聞こえてきた。山田の魂はスピーカーに憑依し
てしまったらしい。本屋大賞ノミネート作品です。

シカしかいない／キューライス
公園、銭湯、レストラン…どこを見ても
シカしかいない！探し絵のように見入っ
てしまう、ちょっとシュールで不思議な
魅力のシカ絵本。
でも本当に、シカしかいない？

DTOPIA ／安東　ホセ
恋愛リアリティショー「DTOPIA」の新シ
リーズの舞台はボラ・ボラ島。ミス・ユニバ
ース巡ってMr.LA、Mr.ロンドン等、10人
の男たちが争う―時代を象徴する圧倒的
傑作、誕生！第172回芥川賞受賞作です。

ドラゴンクエスト３あそびえほん／
スクウェア・エニックス

「ドラゴンクエスト」の冒険世界を舞台に、
パズルや迷路、まちがいさがしなど数々
のクエストをクリアしていこう！
親子だけでなく、おじいちゃん、おばあち
ゃんもみんな楽しめる遊び絵本です。

戸沢村中央公民館図書室戸沢村中央公民館図書室

本のススメ　 本のススメ　 

vol.145vol.145
今月は、戸沢村中央公民館図書室
の中の人の推し本をご紹介！

タイトル：せかいいちのいちご
作 者 名：林　木林
コメント：ある日、シロクマの所に
　　　　　突然届いた１粒のいちご。シロクマは「いと

しのひとつぶちゃん」と語りかけ、宝物の
ように扱います。次の年は２粒、その次の
年からはもっとたくさんの上等ないちごが
届くようになります。でも、いちばん美味
しかったのは？って聞かれたら…？

　　　　　大人の女性たちにおすすめしたい、オシャ
レで素敵で心にズギュン！と刺さる絵本。

☆第30
回☆

日 月 火 水 木 金 土

　
　 4/1

　
2 3

夜間
4
夜間

5
午前

6
休館

7 8 9 10
夜間

11
夜間

12
午前

13
休館

14 15 16 17
夜間

18
夜間

19
午前

20
休館

21 22 23 24
夜間

25
夜間

26
午前

27
休館

28 29
休館

30
　 　 　

開館時間 ： 月・火・水　9：00～17：00
　　　　　  木・金　　　9：00～19：00
　　　　　  土　　　　　9：00～12：00

29日は祝日のためおやすみです

令和６年度の利用状況は、表のとおりです。来室
者・貸出冊数ともに増加しており、図書室イベン
トや今年度から回数を増やした移動図書室の成果
がみられました。

令和６年度図書室来室者数
（R6.4.1 ～ R7.3.10）

3,524人（前年度比1,172人↑）

令和６年度貸出冊数

2,615冊（前年度比　489冊↑）

令和６年度図書室利用状況報告

移動図書室（保育園）：4月16日（水）15:30～17:00
移動図書室（役場）：4月30日（水）13:30～15:30
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不妊治療にかかる費用を補助します！

フッ素塗布のご案内について

産後ケアにかかる費用を補助します！

子育てサロンのお知らせ  ～上半期分～

ご存知ですか？子育て応援アプリ「とざわっこ」

子宮頸がんワクチン（HPV）の
キャッチアップ接種について　令和４年４月から不妊治療の一部が保険適用になり、

山形県でも独自に助成を行っていますが、保険適用外
の先進医療と県の補助対象外である一般不妊治療にか
かる費用に対して戸沢村独自で補助をします。
　対象者•夫婦ともにまたは夫婦のいずれか一方が、戸
　　　　沢村内に住所を有する者
　　　•他の市町村から補助を受けていない者
対象となる治療及び補助額
　 〇生殖補助医療費（先進医療分） 

•40歳未満：生殖補助医療費のうち、先進医療に
かかった費用（1回の出産で通算６回まで）

•40歳以上43歳未満：生殖補助医療費のうち、先
進医療にかかった費用（1回の出産で通算３回ま
で）

•1回につきそれぞれ５万円上限
※1回とは、採卵術（実施するための準備を含む）

から、胚移植術（結果の確認を含む）までの一
連の診療過程を指します。また、医師の判断に
基づき、治療を中止した場合であっても、先進
医療を行っている場合は1回とみなします。

　 〇一般不妊治療費（人工授精、タイミング法） 
　　夫婦1組あたり1年度につき５万円上限

　戸沢村では１歳児～就学前（保育園年長まで）のお
子さんに限り、フッ素塗布受診が無料となります。下
記の通り実施しますが、個別通知しませんのでご承知
おきください。
　実 施 日　5 / 30、6 / 11、7 / 25、9 / 17、11 / 28、
　　　　　12 / 17、1 / 23、2 / 18
受付時間　12時45分～ 13時
場　　所　戸沢村保健センター

　母乳育児における母親の心身の負担を軽減し、母子
の健康保持を図るため助産院による通所若しくは訪問
型の乳房マッサージ及び授乳指導、育児相談等が無料
で利用できます。
　対 象 者　戸沢村内に住所を有する出産後1年未満の

産婦及びその乳児のうち産後ケアを必要と
するもの。

補助回数　1回の出産に対して２回以内
対象助産院　
　　授乳相談室　たかはし　助産師：髙橋　優さん
　　新庄市常葉町3-54　☎090-4222-1694
利用申請について
　対象者で希望される方は役場健康福祉課③番窓口で
申請することが出来ます。

　妊娠中や産後、子育て中の方、それぞれに抱える悩
みや不安に対して保健師・助産師・栄養士が相談に応
じたり、講師によるヨガやアロマ体験、ベビーマッサ
ージでリフレッシュするなど、ママ同士・子ども同士
の交流の場となっています。
　実施日　4 /10助産師による個別相談、5 / 8 ヨガ教室、

6 / 5 ベビーマッサージ教室、7 / 3 助産師による個
別相談、8 / 7 ベビーマッサージ、9 / 9アロマ体験

場　所　戸沢村子育て支援センター「こさぁーべ」
　　　　（旧古口保育所）
時　間　午前10時～ 11時30分

　妊娠中の記録・乳幼児健診等の子どもの成長記録や
予防接種のスケジュール管理ができ、妊娠・子育てに
関する情報や地域の子育て情報が適時に得られる、妊
娠期から子どもをもつ世帯をサポートするためのスマ
ートフォン向けアプリ。乳幼児健診や予防接種の案内
等の通知も行います。

　平成９年～平成20年生まれの女性で、子宮頸がん
ワクチン（HPV）ワクチンの接種を令和７年３月ま
でに１回でも接種していれば、４月以降も残りの回数
を無償で接種することが出来ます。
　対 象 者　平成９年～平成20年生まれの女性で令和
　　　　　７年の３月までに1回でもHPVワクチン
　　　　　を接種している方
接種回数　残りの回数分
接種期間及び料金　令和８年３月末までは無料

※接種を希望される方は早めに接種しましょう。
※対象者の方には予診票を個別に送付していますが、

紛失された方は役場健康福祉課③番窓口でも予診
票をお渡ししています。

問合せ先：健康福祉課健康推進係　☎0233-72-2364
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産業振興課からのお知らせ

健康福祉課からのお知らせ

令和6年7月豪雨災害復旧工事（激甚災害）により農地等に被害を受けた皆様へ

令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金の受付について

令和６年７月豪雨災害小規模災害補助事業について

地域計画の公表について

　農地・農業用施設の補助災害工事（田んぼ、農道、揚水機等）はすべて発注となりました。稲の作付に間に
合うように工事を進めておりますが、過去最大規模の豪雨災害であり復旧工事に時間を要することを踏まえ、
あらかじめ代掻きや田植えが５月下旬にずれ込むことを考慮した準備をお願いします。被害の状況によっては
６月以降も工事が完了しないこと、また、以前と全く同じ状況での営農は難しいかもしれないことを了承して
いただければと思います。
　古口・西山林道の補助災害工事も発注となりましたが、融雪後に復旧工事するため全面開通は9月以降とな
る見込みです。なお、古口林道起点（火葬場）から村道堂坂公園線までは融雪後には通行可能ですが、一部復
旧工事中ですので注意して通行をお願いします。
　以上、皆様には多大なご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、引き続きご理解とご協力をいただけますよ
うお願いいたします。
　

問合せ先：産業振興課農村整備係　☎0233-72-2527

　令和６年７月豪雨災害について、早急に復旧し通常の農作業が再開できるように、令和７年度については下
のとおり補助事業を行います。各事業とも要件がございますので、活用の際は事前にご相談をお願いします。
なお、活用にあっては被災時の写真が必要になります。
　
①県農林水産物等災害対策事業費補助金　補助率　県１／３　村１／３（上限266千円）
②村農地農業用施設等単独復旧費補助金　補助率　村１／２（上限25万円）

※令和６年度の同補助事業を活用した場所または補助災害実施地区については、重複での補助を交付できな
いため、対象外となりますのでご注意願います。

　
問合せ先：産業振興課農政係　☎0233-72-2527

　産業振興課及び農業委員会では、地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画（地域計画）の策
定に伴い、令和６年２月より計画区域ごとに座談会を開催して参りました。『地域計画』は、次世代に農地を
引き継ぐとともに、私たちが住んでいる農村の風景を未来へ繋ぐための取り組みです。戸沢村においては地域
の話し合いで寄せられたご意見等を基に計画策定を行い、令和７年３月31日に公表いたしました。策定に伴い
多くの皆様にご協力を賜り、感謝申し上げます。
　

問合せ先：産業振興課農政係　☎0233-72-2527

　日本赤十字社山形県支部では、令和７年２月２６日に発生した大船渡市赤崎町林野火災の義援金の受付を行
っております。被災地の方々の生活を支援するため、村民の皆様のご協力をお願いいたします。
　
1．義援金名称　「令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金」
２．受付期間　　令和７年３月６日（木）～令和７年６月３０日（月）
３．受付場所　　戸沢村健康福祉課 福祉係

日本赤十字社山形県支部 戸沢村分区
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みんなですっぺ！健康づくり
令和7年 4月戸沢村保健センター予定表

月 火 水 木 金
　 1 2 3 4

午前 ○
休館日

○ ○
午後 ○ ○ ○

7 8 9 10 11
午前 ○ ○

休館日
○ ○

午後 ○ ○ ○ ○
14 15 16 17 18

午前 ○ ○
休館日

○ ○
午後 ○ ○ ○ ○

21 22 23 24 25
午前 ○ ○

休館日
○ ○

午後 ○ ○ ○ ○
28 29 30

午前 ○
休館日 休館日

午後 ○

午前（8：30から12：00）午後（13：30から17：00）

住民税務課からのお知らせ

•毎週水曜日
　午後5時１5分～午後７時
•４月２６日㈯
　　　午前９時～午前１２時

ご予約はお電話か下記QRコードから
お願いします。

ご予約・問合せ先：
住民税務課住民生活係　☎︎0233-72-2326

地域包括支援センターからのお知らせ

戸沢村認知症カフェ「CoCoカフェ」のご案内
　戸沢村では認知症の方や介護をしているご家族のみなさん、地域のみなさんが気軽に集い、語り合い、交流
を深める場「CoCoカフェ」を開催しています。ぜひお気軽にご参加ください。
日程：４月1６日（水曜日）　　時間：午前1０時～1２時　　場所：グループホーム紅芭
　

問合せ先：グループホーム紅芭　電話：0233-72-9339

住民税務課からのお知らせ

令和７年度　狂犬病予防注射・新規登録日程表
4 月 9 日（水） ４月 10 日（木）

会　　　場 集合時間 会　　　場 集合時間
農村環境改善センター 10：00 （皿嶋）斉藤寛治さん宅前 10：00
防雪センター 10：30 津谷公民館 10：10
平根公民館 10：50 岩清水公民館 10：40
勝地消防小屋 11：00 名高公民館 10：55
上野公民館 11：10 上松坂公民館 11：10
上台住宅前 11：35 佐藤菓子店倉庫前 11：25
戸沢村役場 11：50 戸沢村中央公民館 11：50

会場・時間が大きく変更となっておりますので、ご注意ください。 
◎ハガキ表面の問診票を記入の上、会場にお越しください。
◎各地区会場には、５～１０分程度しか滞在しません。
　必ず集合時間の前までお集まりください。
◎犬を制御できる方が集合会場まで連れてきてください。
◎予備日は５月２１日（水） となります。
※会場が減になった地区で、近くの会場まで連れてこられない方は
　下記担当までご相談ください。

問合せ先　住民税務課住民生活係　☎0233-72-2326

マイナンバーカード
延長・休日窓口やってます

（事前予約制）

持参するもの
•ご自宅に届いたハガキ
•注　射　料 ３,５００円
•新規登録料 ３,０００円
　※おつりの無いよう
　　ご協力お願いします。
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制度：やまがた未来（みら）くるエネルギー補助金（山
　　　形県補助事業）　
対象：山形県内で再生可能エネルギー設備等（蓄電池

設備・木質バイオマス燃焼機器・地中熱利用装
置）を　導入する家庭・事業所

内容：導入費用の一部を補助
　　　•蓄電池設備（最大40万円）
　　　•木質バイオマス燃焼機器（最大24万円）
　　　•地中熱利用装置（最大85万円）
　　　※詳しくは、県ホームページをご覧ください。
問合せ先：
　　山形県環境エネルギー部
　　エネルギー政策推進課
　　　　　　☎023-630-3309

　山形県福祉人材センターでは、福祉や保育の仕事を
希望する方の円滑な就労・定着を支援するため、キャ
リア支援専門員や保育士の就職支援コーディネーター
が定例で県内のハローワーク等に赴き、みなさんのご
相談に応じております。福祉、介護・保育分野の仕事
に関心のある方なら、どなたでもお気軽にご利用くだ
さい。
　
内容　•福祉や保育の仕事に関する相談
　　　•福祉関係の資格に関する相談
　　　  （種類・取得方法、人材センターの情報閲覧等）
取扱職種　○介護職員○相談・支援・指導員○介護支

援専門員○ホームヘルパー○保育士○子育て支援員
○看護職○理学療法士・作業療法士○栄養士・管理
者・サービス提供責任者○運転手○社会福祉士　等

日程・場所等の詳細については「山形県福祉人材セン
ター」ホームページをご確認ください

日　　時　令和７年４月13日（日）
　　　　　８時～ 15時（一般開放）
場　　所　神町駐屯地
問合せ先　記念行事実行委員会　☎0237-48-1151
　
　詳細はポスター、チラシ、第６師団ホームページを
ご覧ください。インターネットは「第６師団」で検索。
•車でのご来場の際は、混雑が予想されますので入場

口を確認していただき、東門からの入場をお勧めし
ます。

•さくらんぼ東根駅、天童駅から無料シャトルバスを
ご用意しておりますのでご利用ください。

「家庭ごみ」や「事業活動によって生じたごみ」を焼
却する行為は、少量であっても「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」で原則禁止されています。
1. 具体例
　警察で取り扱うごみの焼却には、
•地面で焼却
•ドラム缶や一斗缶での焼却　
•ブロックや鉄板等で囲って焼却
•地面に穴を掘って焼却　　　などがあります。
2. 罰則
　ごみの焼却禁止に違反した場合は、
　•個人の場合　5年以下の懲役、1,000万円以下の
　　　　　　　　罰金
　•法人の場合　３億円以下の罰金
　　　　　　　　　　　　　　の罰則に処されます。
　

問合せ先：新庄警察署　☎0233-22-0110

家庭等の再エネ設備導入の補助金

福祉・保育のしごと相談会

第６師団創隊63周年
神町駐屯地創立67周年記念行事

新庄警察署からのお知らせ
ごみを焼却する行為は犯罪です！！

お
知
ら
せ
版

～
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
募
集
案
内
～

　令和８年度春に完全供用開始を予定している新消
防庁舎は、新庄警察署北側の建設予定地で令和６年
８月から建設工事を施工しており、現在、建物の躯
体工事を進めています。
　工事期間中は、工事車両の出入りなどご迷惑をお
掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。
　新庁舎の建設工事の進捗状況は、最上広域市町村圏事務組合公式ホームページ
に工事新聞（月１回程度更新）として公開していますので、ご覧ください。
　
問合せ先：消防庁舎建設準備室（消防本部総務課内）　☎0233-32-0452

最上広域市町村圏事務組合からのお知らせ　新消防庁舎の建設を進めています

最上広域市町村圏事務組合
公式ホームページ

南側上空からの新消防庁舎完成イメージ図

（県ホームページ）
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　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困り
の方の相談窓口を開設しています。相談員が借金の状
況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専門家に
引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。お気軽に
ご相談ください。
相談専用電話　☎023-641-5201
場所　山形市緑町2-15-3（山形工業高校東側）
受付　月曜～金曜（祝日、年末年始除く）
　　　８時30分～ 12時、13時～ 16時30分
　 問合せ先：山形財務事務所理財課

場所　新庄市民プラザ
日時　午前９時～　1時間程度（全８回）
　　　①5/18（日）　②6/7 ～ 8（土・日）　③7/6（日）
　　　④ 8/10（日）　⑤9/7（日）　⑥10/12（日）
　　　⑦11/9（日）　⑧12/7（日）
対　　象　小学生～高校生とその保護者
参 加 費　1回1,000円（花材代）道具は貸出します
募集人員　15人程度
申込締切　令和７年４月30日（水）
　問合せ・申込先：最北地区伝統文化いけばな親子教室

小原流新庄教室担当　　　　　　　
植松路子　☎080-1858-0201

　全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部の健康保
険料率は令和７年３月分（４月納付分）より現行の
9.84％から9.75％に引下げとなります。
　また、介護保険料率については1.60％から1.59％
に引下げとなります。40歳から64歳までの方（介護
保険第２号被保険者）は、健康保険料率に介護保険料
率が加わります。
　今年度の保険料率引下げには、皆さまの健康づくり
への取組みの結果が大きく影響しております（インセ
ンティブ制度）。
　引き続き疾病予防等への取組み（健診、特定保健指
導、生活習慣の改善等）にご協力をお願いいたします。
　問合せ先：全国健康保険協会山形支部企画総務グループ

　　　　　☎023-629-7226

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

いけばな親子教室　生徒募集

協会けんぽ山形支部からのお知らせ
令和７年度の保険料率等が変わります

日時　５月31日（土）　13時～ 16時
会場　東根市さくらんぼタントクルセンター
内容　•記念講演
　　　　「平和とくらしを支える政治をつくるために」
　　　　神戸女学院大学名誉教授　石川康宏先生
　　　•県内交流、物産交流　など
参加費　1,000円

　当センターでは、県に登録しているボランティア仲人団体『やまがた縁結びたい』と協力して、結婚相談会を
開催します。
◆相談会場　 やまがたハッピーサポートセンター最上支所
　　　　　　 （新庄市若葉町1－39）
◆対 象 者　 結婚を希望する方各回５組（毎回1組45分程度）
※ご本人が出席できない場合はご家族でもOK
◆相談内容　 婚活の仕方、お見合い相手の紹介などについて
　
申込方法　開催日前の水曜日まで、お電話にて申し込みください
•やまがたハッピーサポートセンター山形センター　☎：023-687-1972
•やまがたハッピーサポートセンター最上支所　　　☎：0233-29-8380

住み慣れた地域で　自分らしく　いつまでも認知症になっても住みよい地域をともにつくる

戸沢村認知症初期集中支援チーム
に、お気軽にご相談ください。　　　　　

早めの相談、早めの対応で、守れるくらしがあります

【連絡先】戸沢村地域包括支援センター　☎0233－３２－０６６１

第53回　山形県母親大会

お気軽にご利用ください！『やまがた縁結びたい』による結婚相談会

認知症かな？と思ったら

◆令和7年度4月～ 6月の開催予定日
月 日 曜日 時間 申込締切

4月 12日 土
13：00
～ 16：45

4 ／ 9
5月 17日 土 5 ／ 14
6月 14日 土 6 ／ 11

◆相談費用　　無料



村の人口と世帯
（2月末現在） 3,846人（＋3人）〈男1,844人（－1人）、女2,002人（＋4人）〉1,509世帯（＋1世帯）※（  ）内の数値は、1月末との比較
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　山と川に囲まれた戸沢村には悠久の時の流れを感じる巨樹古木が多くあり、
その中で県指定文化財となっている「長倉（角川）の大杉」をご紹介します。
　この大杉は角川の今熊野神社境内にあり、樹齢１２００年余り、高さ約
４０メートル、幹の太さは約１２メートルの大木で、縁起書によれば、神亀元
年創建されたと言われる今熊野神社の神木として育ち、月山登拝道角川口入
口で長い歴史を刻んでいます。昭和２７年に県指定天然記念物となっています。
　雪国の厳しい環境に負けず、長い間地域を見守っている大杉は様々な媒体
でも紹介されて、村の観光スポットにもなっており、村内外から多くの方が訪
れています。
　実際に行ってみると、天に向かって高く伸びるその風格に圧倒されながら
も、どこか不思議な安心感を得ることが出来ます。
　教育委員会では、毎年樹木医による文化財樹木の健康診断をしています
が、同時に何より地域の方々の日々の管理があってこそ、大杉の魅力は変わ
らず保ち続けていられるのです。
　雪が解け、春になったら、長倉の大杉に訪れてみてください。その際は、
古木のため、頭上からの落枝の注意や、根本を踏み傷めないようにするため
にも、少し離れた場所から全体をご覧いただけると幸いです。

（戸沢村文化財保護委員会） （写真）長倉の大杉

戸沢村の文化財紹介　～長倉（角川）の大杉～戸沢村の文化財紹介　～長倉（角川）の大杉～


